
４月６日から、「春の全国交通安全運動」に伴う、『宮城県春の交通安全県民総ぐ
るみ運動』が実施されます。

期間中、事業所（職域）において、それぞれの業務形態に応じた、交
通安全教室（研修）を開催し、ご家庭では、通学路や通勤路の危険箇所
の確認や交通安全について話し合うなどして、交通安全意識を高めまし
ょう。

◇ 運動の期間
４月６日（月）から１５日（水）までの１０日間

※ 交通事故死ゼロを目指す日
４月１０日（金）

◇ 運動の重点
① 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の
安全確認

② 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識
の向上

③ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解
遵守の徹底

□ 職域における運動の実施要領
○ 事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等の開催

○ 飲酒運転・無免許運転・妨害運転(あおり運転)等による交通事故の実態及び
悪質性・危険性の周知

○ 二輪車乗車時の乗車用ヘルメットの正しい着用とペダル付き電動バイクの運
転には運転免許が必要であることなどの正しい交通ルールの周知

○ 職場内における広報啓発活動や職員による地域の交通安全啓発活動等への参
加促進

○ 横断歩道等における歩行者等優先義務の徹底と歩行者等に対する思いやりの
ある模範的な運転の実践

○ 交通法令を遵守し、体調面も考慮した安全運転の励行
○ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイ
ルドシートの正しい使用の徹底

○ 安全運転管理者、運行管理者等による交通安全指導の徹底

※令和８年宮城県春の交通安全県民総ぐるみ運動実施要綱
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